
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
毎月第 4 日曜日にフリーマーケットを開催

しています。古着や趣向をこらした手作りア

クセサリー、ワクワクするような掘り出し物

等の出品物があります。 

食べ物も、焼きそば、焼き鳥、オムライス、

カレーライス等、月替わりで腕自慢の方々が

出店します。 

暑い時期ですが、お散歩がてらぜひお越し

ください。 

日時 7月 23日（日）午前 9時～午後 1時 

※小雨決行、大雨・荒天中止 

場所 地域交流センターともべ 

   （笠間市友部駅前 1-10） 

問 友部フリーマーケット実行委員会 

佐藤 ℡ 090-3245-0880 

柏崎 ℡ 090-1880-6317 

 

 

 

 

日時 7月 20日（木）午後 2時～ 

場所 エコフロンティアかさま管理棟 2階 

多目的会議室（笠間市福田 165-1） 

内容 会議 

   （1） 前回会議録の確認 

   （2） 監視活動および意見交換等 

  施設の維持管理 

   （3） 今後の監視活動計画（案） 

傍聴受付 傍聴希望者は電話でお申し込み 

ください。 

※7月 19日（水）午後 4時まで 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

平成 29年 7月 6日 第 29‐10号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。  ⑤ページ 

 

 
｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 

⑫ページ   http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 

      ⑦介護保険の高額介護サービス費の支給を受けている方へ           
 介護保険の高額介護サービス費の支給を受けている方は、8月から自己負担の上限が変わります。 

【変更内容（改正点）】 

8月のサービス分から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が 37,200 円（月額）

から 44,400 円（月額）に引き上げられます。 

 ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65 歳以上の方（サービスを

利用していない方を含む。）の利用者負担割合が１割の世帯は、年間446,400 円（37,200 円×12 ヶ月）

の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようになります（3 年間の時限措置）。 
 

対象となる方 
平成 29 年 7 月まで

の負担の上限（月額） 
平成 29 年 8 月からの負担の上限（月額） 

（1）現役並み所得者に相当す

る方がいる世帯の方 
44,400 円（世帯） →〈変更なし〉 

（2）世帯のどなたかが市民税

を課税されている方 
37,200 円（世帯） 

44,400円（世帯）〈見直し〉 

同じ世帯の全ての 65歳以上の方（サービ

スを利用していない方を含む）の利用者

負担割合が 1 割の世帯に、年間上限額

（446,400円）を設定 

（3）世帯の全員が市民税を課

税されていない方 
24,600 円（世帯） →〈変更なし〉 

（3）

の 

う 

ち 

前年の合計所得金額と、

公的年金収入額の合計が

年間80万円以下の方等 

24,600 円（世帯） 

15,000 円（個人） 

→〈変更なし〉 

→〈変更なし〉 

（4）生活保護を受給している方等 15,000 円（個人） →〈変更なし〉 
 
※表中、「（世帯）」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合

計の上限額を指し、「（個人）」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。 

※高額介護サービス費とは 

介護サービスを利用する場合の利用者負担には、月々の負担上限額が設定されています。 

1か月に支払った利用者負担の合計が、上限額を超えたときに超えた分が払い戻される制度です。 

問 高齢福祉課（内線 170） 

⑧地域交流センターともべでフリー 

マーケットを開催します 

⑨エコフロンティアかさま監視委員会 

を開催します 

       ㉗笠間市地域交流センターいわまの愛称を募集します           
 
 市では、市民の交流を促進し、地域の活性化および地域活動並びに健康増進の推進、観光拠点と

しての機能を図ることを目的とし、地域団体のコミュニティ活動や市民の交流の場、市民活動団体

や NPO団体の拠点、情報発信、交流の場として活用できるよう、平成 29年 12月を目途に岩間駅前

（西口）に地域交流センターを新設します。 

これを記念して、市民に親しまれ、さまざまな地域団体や市民活動団体、NPO団体等に活用してい

ただけるよう、同センターの愛称を募集します。どなたでもご応募できます。 

応募要件 市内に整備する地域交流センターにふさわしいもので、次のすべての要件を満たす愛称 

・文字の種類（ひらがな、カタカナ、漢字など）は自由 

・市民が親しみやすく覚えやすいもの 

・第三者の著作権、商標権を侵害しないもの 

・自作で未発表のもの 

募集締切 8月 18日（金）午後 5時必着 

審査・発表 厳正な審査の上、採用者本人に通知するとともに、市ホームページ等を通じて発表 

します。また、採用者には市ならではの記念品を贈呈します。 

応募方法 応募用紙に応募する愛称（ふりがな）、理由、氏名（ふりがな）、年齢、住所、連絡先 

を記入の上、窓口で直接または郵送、FAX、メールでご応募ください。 

※応募用紙に規定はありません。 

その他 応募による個人情報については、本募集に関すること以外には、使用しません。採用作品 

の著作に関する権利は、すべて市に帰属していただきます。また、応募した作品は、補作・ 

修正することがありますので、あらかじめご了承ください。完成イメージ図は、市ホーム 

ページをご覧ください。 

応募先・問 市民活動課（内線 132） 

       ㉘「市民ピアノマラソン演奏会」の出演者を募集します          
 
 笠間公民館リニューアル開館を記念して、オーバーホールにより生まれ変わったフルコンサート 

ピアノを市民の皆さんに弾いていただく機会を設けました。 

この機会に、リニューアルした大ホールでピアノを弾いてみませんか。フルコンサートピアノの 

音色を聴くだけでも結構です。ぜひお越しください。 

日時 9月 17日（日）午後 1時 30分～7時 

場所 笠間公民館 大ホール 

応募条件 市内在住または出身者、市に職域や活動拠点を持つ方 

※年齢、プロ、アマ問いません。演奏ジャンルは自由です。 

※応募者が多数の場合は、抽選となります。 

※演奏する時間や曲目については、応募締切り後に調整の上、決定通知で詳細を 

お知らせします。 

参加費 無料 

応募方法 各公民館に備え付けの応募用紙に必要事項を記入の上、笠間公民館までご持参いただ 

くか、郵送または FAXでお送りください。 

応募締切 8月 10日（木） 

主催 笠間市、笠間市教育委員会 

申・問 笠間公民館（笠間市民体育館内）℡ 0296-72-2100 FAX 0296-72-2103 

〒309-1613 笠間市石井 2068-1 

         ㉙スポーツ吹矢の体験会の参加者を募集します              
 
 楽しみながら心身を鍛えられるスポーツ吹矢を始めてみませんか？ 肺活量は関係ありません。 

普通に呼吸のできる方ならどなたでも参加できます。腹式呼吸なので、さまざまな健康効果が期待

できる中高年向きの軽スポーツです。お気軽にご参加ください。 

日時 7月 27日（木）午後 1時～4時 ※毎週木曜日に活動しています。 

場所 みなみ公民館（下市毛） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 日本スポーツ吹矢協会 笠間稲荷支部 山下 ℡ 0296-72-5882 


